
社会福祉協議会と連携した若者等社会参加支援事業について 

ひきこもり等の若者の社会参加を応援するため、社会福祉協議会と連携した支援事業

を実施する。ひきこもりに悩むご本人やご家族の相談窓口を開設するほか、家族懇談会や

社会体験プログラムを実施し、社会参加のきっかけを図るとともに、本人や家族が社会か

ら孤立しない支援につなげる。 

１ 相談窓口（エールしながわ）【新規開設】 

 社会福祉協議会内（大井１－１４－１大井一丁目共同ビル）

２ 相談実施日 

（1）開設日 令和元年 10 月 1 日（火)より 毎週火・木曜日＊祝日を除く 

（2）時 間 午前 10 時～午後 5時 

(3) 受 付 電話・来室による相談（無料） 

３ 内 容 

（1）週２回の相談業務

（2）相談内容に応じて、子ども若者応援フリースペースなど関係機関や専門分野に 

つなぐほか、継続相談の実施 

（3）社会体験プログラム（秋田県藤里町体験プログラム、地域ボランティア活動等）

の実施 

(4) 家族懇談会の開催 

４ 運 営（事業委託） 

社会福祉法人 品川区社会福祉協議会 

令 和 元 年 9 月 2 5 日 

文 教 委 員 会 資 料 

子ども未来部子ども育成課 










